
 

 

一般競争入札公告一般競争入札公告一般競争入札公告一般競争入札公告    

（防犯（防犯（防犯（防犯カメラ設備カメラ設備カメラ設備カメラ設備））））    
 

 下記の通り地域密着型特別養護老人ホーム明尽苑の防犯カメラ設備工事につき、一般競争入札を

行うので、社会福祉法人聖心会経理規程に基づき公告する。 

        平成 30 年 1 月 25 日 

        社会福祉法人聖心会 

        理事長 星野  進 

 

◇◇◇◇調達概要調達概要調達概要調達概要  防犯カメラ設備 

       詳細は、入札仕様書を当法人ＨＰよりダウンロードすること。 

◇納入◇納入◇納入◇納入場所場所場所場所  千葉県松戸市金ケ作 296-1 地域密着型特別養護老人ホーム明尽苑 

◇発◇発◇発◇発    注注注注    者者者者  千葉県松戸市金ケ作 296-1 

社会福祉法人聖心会 理事長 星野 進 

◇納入時期◇納入時期◇納入時期◇納入時期  平成 30年 3 月末日までの法人が指定する日 

◇入札方法◇入札方法◇入札方法◇入札方法  一般競争入札 

◇予定価格◇予定価格◇予定価格◇予定価格及び及び及び及び最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格 予定価格は落札者決定後公表する。最低制限価格は設けない。 

◇応募条件◇応募条件◇応募条件◇応募条件        次に掲げる条件をすべて満たしていること 

 地方自治体法施行令第167条4の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

 ①手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本工事の入札日前6か

月以内に手形、小切手を不渡りした者。 

 ②会社更生法の適用を申請したもので、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始が決定されて

いない者。 

 ③民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始が決定されてい

ない者。 

 ④過去1年間に、千葉県の補助金を受けて整備される特別養護老人ホームの入札に参加し、落札

したのにもかかわらず、契約を辞退した経験がある者。 

◇受付期間◇受付期間◇受付期間◇受付期間 公告の日から平成 30 年 1 月 31 日（水）午前 12：00 までに下記の提出書類を持参・

郵送又は下記メール（ＰＤＦファイル）にて提出すること。 

（メールアドレス soumu@seishin-kai.or.jp） 

◇提出書類◇提出書類◇提出書類◇提出書類        

 ① 一般競争入札参加資格審査申請書 1部 

 ② 同種工事の契約書かがみの写し及び納入実績等 

 ③ 会社案内（会社概要・パンフレット等） 

 ④ 担当者名刺 

◇提◇提◇提◇提    出出出出    先先先先  社会福祉法人聖心会 特別養護老人ホーム明尽苑 担当 仲原宛て 

◇入札参加資格確認結果の通知◇入札参加資格確認結果の通知◇入札参加資格確認結果の通知◇入札参加資格確認結果の通知  平成 30年 2月 1 日（木）18：00 までにメールにて回答します。 

※結果にかかわらず、提出された書類の返却はいたしません。 



 

 

◇質疑応答◇質疑応答◇質疑応答◇質疑応答  公告の日から平成 30 年 2 月 5日（月）12：00 まで（電子メールによること） 

 ※回答は平成 30年 2月 5 日（月）18：00 までにメールにて回答します。 

◇入札日時◇入札日時◇入札日時◇入札日時  平成 30年 2月 6 日（火）11：00 

 

◇入札場所◇入札場所◇入札場所◇入札場所   松戸市金ヶ作２９６番１ 

特別養護老人ホーム 明尽苑 会議室（入札室）    

◇保◇保◇保◇保    証証証証    金金金金                        入札保証金・契約保証金免除    

    

◇支払方法◇支払方法◇支払方法◇支払方法            契約時      0％    

平成 30 年 3 月末日   100％ 

◇入札書に記載する金額◇入札書に記載する金額◇入札書に記載する金額◇入札書に記載する金額    

        落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 8％に相当する額を加算した金額

を落札金額とするので、入札書に記載する金額は、消費税を含む金額の 100／108 に相当する金額

とする｡ 

◇注意事項◇注意事項◇注意事項◇注意事項    

① 入札書には代表者印及び委任者印を押印すること｡ 

② 委任状には代表者印を押印し、復代理人からの委任状は不要。 

③ 入札回数は 2回とし、入札書は複数枚用意すること｡ 

◇この◇この◇この◇この公公公公告に対する質疑告に対する質疑告に対する質疑告に対する質疑        電子メールによること    

        （電子メールアドレス soumu@seishin-kai.or.jp ） 


